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現行 報告書 

 
キャバレー、待合等 

（接待 ＋ 遊興or飲食） 
 

風営法の規制対象から除外 

 
 

低照度飲食店営業 
（現５号営業） 

 
 

風 

俗 

営 

業 

10ルクス超 

 
 
 

飲食店営業 
 
 
 

 
 

深夜遊興飲食店営業 
 
 

深
夜
に
営
業 

深
夜
以
外
に
の
み
営
業 

１号営業  (2,602軒) 
キャバレー等 

（ダンス ＋ 接待 ＋ 飲食） 

２号営業  (64,349軒)  
待合等 

（接待 ＋ 遊興or飲食） 

３号営業  (391軒)  
ナイトクラブ等 

（ダンス ＋ 飲食） 

４号営業  (140軒)  
ダンスホール等 
（ダンス） 

風 

俗 

営 
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（注） 営業所の軒数は平成25年末の全国の数値 

10ルクス以下 
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